
電子契約とは

電子契約は、これまで紙と印鑑で行っていた契約を、電子化した契約書に電子署名をして、
インターネット上で契約締結する仕組みです。

加賀市では「クラウドサイン」を利用しています。

（加賀市） （事業者）

工事
測量・コンサルタント
役務業務・建築物等管理業務
物品

対象案件

( )

電子契約とは

登録不要 / コストなし
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電子契約マニュアル
（事業者向け）

ただし、原則、一般競争入札および指名競争入札案件とします。



電子契約のメリット

1  業務スピード向上
従来の紙と印鑑での契約と比べて、製本や捺印などの作業工数や、郵送
など受け渡しに発生する時間が短縮されます。

２

３

４

 コスト削減

 コンプライアンス強化

 オンライン対応

紙契約書の製本にかかる紙代や印刷代の他、電子契約では印紙代も不要
（印紙税法第2条）となります。

タイムスタンプや電子署名によって、契約締結の正確な日時や当事者を
特定し、文書の非改ざん性を担保します。また、電子契約システムは契
約プロセスの透明化と内部統制の強化にもつながります。

インターネット環境があれば、どこでも契約締結が可能です。
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電子契約マニュアル
（事業者向け）



電子契約の流れ

事業者加賀市
・契約書（案）
・電子契約利用申出書  送信

・契約書（案）
・電子契約利用申出書  記入 

契約保証の手続き（必要な場合） 

・契約書（案）
・契約保証データ（※）
・電子契約利用申出書  提出

提出書類の受理

市（担当者）が契約書（案）をアップロード
電子契約システム

市（承認者）が契約書（案）を認証 事業者（担当者）が契約書（案）を認証

事業者（最終確認者）が契約書（案）を認証

契約締結

・契約締結の通知受領
・契約書をダウンロードして保管

・契約締結の通知受領
・契約書をダウンロードして保管

自動送信

自動送信
自動送信

自動送信

自動送信自動送信

メール

メール

契約書（案）等の資料は管財課契約グループあてにメールで提出してください。
メールアドレス：keiyaku@city.kaga.lg.jp

※契約保証の種類別の提出方法

保証種類 提出方法

現金納付 領収証書（写）/ 入金処理完了画面（写）等の
電子データをメールで送信

金融機関保証 保証証書（写）の電子データをメールで送信し、
保証証書（原本）を郵送または持参

東日本建設業
保証㈱保証

保証証書
（紙）

保証証書（写）の電子データをメールで送信し、
保証証書（原本）を郵送または持参

電子保証 保証確認サービスD-Sureの認証キーをメール
で送信

履行保証保険 保証証書（写）の電子データをメールで送信し、
保証証書（原本）を郵送または持参

公共工事履行保証 保証証書（写）の電子データをメールで送信し、
保証証書（原本）を郵送または持参

契約書（案）および契約保証データは、落札通知後５営業日以内に
メール送信してください。
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電子契約マニュアル
（事業者向け）



電子契約の流れ

電子契約利用申出書（記入例）

電子契約の利用を希望される場合、「電子契約利用申出書」をご提出ください。
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電子契約マニュアル
（事業者向け）

落札決定後、市から事業者に電子契約利用申出書を
メールにて送付します。
必要事項をご記入の上、契約書（案）等とあわせて
メールにてご提出ください。

・契約書（案）
・契約保証データ（※）
・電子契約利用申出書  提出

提出先：管財課契約グループ keiyaku@city.kaga.lg.jp



電子契約システム操作方法

STEP

1 確認依頼メールを受信
1. クラウドサインから届いた確認依頼メールの「書類を確認する」ボタンまたはリンク先
URLをクリックします。

2. 利用規約を確認し、「利用規約に同意して確認」ボタンをクリックします。

クリックして書類内容に同意
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電子契約マニュアル
（事業者向け）

クリックして書類を開く

HTML形式 テキスト形式 

事業者（担当者）が契約書（案）を認証



電子契約システム操作方法

STEP

2 契約書確認・合意
契約書下部の「書類の内容に同意」ボタンをクリックします。

ポップアップ画面「同意して確認完了」ボタンをクリックします。

この時点で合意締結が完了し、書類に改竄不可能な電子署名の処理が施されます。

クリックして書類内容に同意

クリックして確認完了
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電子契約マニュアル
（事業者向け）事業者（最終確認者）が契約書（案）を認証



電子契約システム操作方法

STEP

3 契約書の保管
電子署名が付与されたPDFファイルの契約書が添付されたメールが届きますので
保管ください。
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電子契約マニュアル
（事業者向け）

・契約締結の通知受領
・契約書をダウンロードして保管

契約書ファイルが6MB以上の場合は、メールに添付されないため、メール内のURL
からアクセスして契約書をダウンロードし、保管ください。メール内のURLは10日間
のみ有効です。


